
　  

 

　
件 数

Ａ  意見を反映し、原案を修正したもの １件

Ｂ  意見の趣旨･考え方が既に原案に盛り込まれているもの ０件

Ｃ  意見を反映しないで、原案どおりとしたもの １件

Ｄ  その他の意見、今後の市政の参考とするもの等 ０件

　　○意見の分類と市の対応状況

袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）に関する
パブリックコメント手続の実施結果について

対　　応　　区　　分

■ 意見募集した計画

■ 意見募集をした期間

　　○平成２７年１１月２１日（土）～平成２７年１２月２０日（日）

　　○袖ケ浦市まち・ひと・しごと創生総合戦略（案）

■ 意見の概要等の公表場所

　　・袖ケ浦市役所市政情報室（市役所２階）

　　・各行政センター、市民会館、各公民館

　　・市ホームページ

■ 意見の概要と市の考え方

　　○意見の提出者･件数　　　１人、２件



整理
番号

意　見　の　概　要
対応
区分

意見に対する市の考え方

1

重要業績評価指標（ＫＰＩ）「婚姻届の
件数：675件（Ｈ26）→700件（Ｈ31）」
となっているが、婚姻届の届出はプライ
ベートなことなので、指標としてなじま
ないのではないか。

Ｃ

総合的な結婚支援策を推進していく中
で、「婚姻届の件数」は、市において、
その状況が把握できる一つの指標として
掲げたものであります。

2

結婚お祝い事業「記念品として結婚記念
証を贈呈する」となっているが、過去に
記念品を贈呈していたことがあると思う
が、記念品によって婚姻届が増加すると
は思えない。
東京都港区が実施している「幸せのＭＡ
ＲＲＹブース」のようなものを設置した
ほうが増加するのではないか。

Ａ

記念品として結婚記念証を贈呈すること
は、市として結婚する方を祝福するもの
であり、直ちに婚姻届の増加には繋がる
ものではありませんが、周りから結婚を
祝福されることで、「結婚したい」とい
う思いをより多くの人に持ってもらい、
それが最終的に結婚に繋がるというよう
に、一つのきっかけづくりとして結婚記
念証の贈呈を行うものであります。
なお、ご提案いただいた東京都港区が実
施している「幸せのＭＡＲＲＹブース」
のようなものを設置することにつきまし
ては、今後、この結婚記念証の贈呈とと
もに、結婚お祝い事業の中で検討してま
いります。

　○ 意見の分類と市の対応状況
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